
2015
4/15
No.1241

広
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思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま

P2	 市役所定期人事異動
P4	 高浜市議会議員一般選挙
P8	 高浜市役所が生まれ変わります
P10	 ごみ出しはルールを守ってください

　未来に美しい自然を残していこうという
想いを持って、日ごろから、高取まちづく
り協議会や高取小学校の児童などの地域の
皆さんが稗田川の美化活動に取り組んでい
ます。
　何十年経っても、色とりどりの草花や小
さな虫たちは、春の訪れを知らせてくれる
ことでしょう。そのために、私たち一人ひ
とりが自然を大切にしていきたいですね。

稗
田
川
で

　
　
春
を
感
じ
て

高取まちづくり協議会と高取小学校の皆さん
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定期人事異動４月１日付け

３月10日（火）
調理員さんとお別れ会食会（吉浜北部保育園）

　卒園を間近に控えたこの日、吉浜北部保育園の年長（き
りん組）のみんなが調理員さんたちを教室に招いて、手
づくりのメダルと感謝の言葉を贈りました。「給食だいす
き！」とニコニコで食事する子どもたちに3人の調理員さ
んも目を細めていました。しっかり食べて健康に過ごして
ほしいという作り手の願いが通じていたに違いありませ
ん。みんな、小学校でも、たくさん食べて、新しいことを
いっぱい学んでくださいね！

問合せ先　市人事グループ　☎ 52-1111（内線 307）

　

市
で
は
、
平
成
28
年
度
の
職
員
の
大
量

退
職
に
備
え
、
持
続
可
能
な
行
政
運
営
を

構
築
す
る
た
め
、
次
世
代
を
担
う
リ
ー

ダ
ー
の
育
成
に
重
点
を
置
く
と
と
も
に
、

「
第
６
次
高
浜
市
総
合
計
画
」に
お
け
る

将
来
都
市
像
「
思
い
や
り　

支
え
合
い　

手
と
手
を
つ
な
ぐ　

大
家
族
た
か
は
ま
」

を
実
現
す
る
た
め
の
人
事
異
動
を
４
月
１

日
付
け
で
行
い
ま
し
た
。

【
主
幹
級
】　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
民
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
主
幹

　

山
本　

美
喜
子
（
福
祉
部
主
幹
）

　

亀
井　

勝
彦
（
都
市
政
策
部
主
幹
）

福
祉
ま
る
ご
と
相
談
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

　

野
口　

真
樹
（
福
祉
部
副
主
幹
）

こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

　

都
築　

真
哉
（
企
画
部
副
主
幹
）

都
市
防
災
グ
ル
ー
プ
主
幹

　

	

神
谷　

義
直
（
監
査
委
員
事
務
局
監
査

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
）

地
域
産
業
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

　

板
倉　

宏
幸
（
高
浜
市
総
合
サ
ー
ビ
ス

　

株
式
会
社
総
務
課
長
）

会
計
管
理
者

　

	

長
谷
川　

宜
史
（
高
浜
市
社
会
福
祉
協

議
会
事
務
局
長
）

監
査
委
員
事
務
局
監
査
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

　

	

杉
浦　

義
人
（
地
域
産
業
グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー
）

衣
浦
衛
生
組
合
業
務
課
長

　

加
藤　

直
（
福
祉
部
主
査
）

人
事
異
動 

（　
）内
は
旧
任

高
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局
長

　

	

磯
村　

順
司
（
こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー
）

高
浜
市
総
合
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
総
務
課
長

　

清
水　

健
（
都
市
政
策
部
主
査
）

【
副
主
幹
級
】　　
　
　
　
　
　
　

企
画
部
副
主
幹

　

榊
原　

雅
彦
（
企
画
部
主
査
）

総
務
部
副
主
幹

　

中
川　

幸
紀
（
企
画
部
主
査
）

都
市
政
策
部
副
主
幹

　

島
口　

靖
（
都
市
政
策
部
主
査
）

　

杉
浦　

睦
彦
（
都
市
政
策
部
主
査
）

新
規
採
用

【
主
幹
級
】　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
祉
部
主
幹

　

安
蒜　

丈
範

教
育
委
員
会
事
務
局
主
幹

　

岡
本　

竜
生

【
副
主
幹
級
】　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会
事
務
局
副
主
幹

　

増
田　

洋
喜

　

永
田　

朋
子

退
職　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
主
幹
級
】　　
　
　
　
　
　
　
　

　

清
水　

康
弘
（
企
画
部
主
幹
）

　

	

篠
田　

彰
（
福
祉
ま
る
ご
と
相
談
グ
ル
ー

プ
リ
ー
ダ
ー
）

　

鈴
木　

司
（
都
市
政
策
部
主
幹
）

　

橋
本　

貞
二
（
会
計
管
理
者
）

　

神
谷　

理
（
教
育
委
員
会
事
務
局
主
幹
）
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問合せ先　市総合政策グループ　☎ 52-1111（内線 366）

町
内
会
に

加
入
し
ま
し
ょ
う町内会はあなたの暮らしを陰で支えています

町内会とは？
　市には18の町内会があります。町内会では、
防犯・防災、環境美化、イベントや広報・回覧
物の受け渡しなどをとおした住民交流など、協
力して日常生活に密着したさまざまな活動を
行っています。

町内会ではどんなことをしているの？
　防犯パトロールや広報の配布など、地域がよ
り住みやすくなるようにと活動しています。
　また、被災時などいざというときに力を合わ
せられるよう、日ごろからさまざまな活動をと
おして絆づくりを行っています。災害発生時は
市職員や消防職員がすぐに現地に駆けつけられ
るとはかぎりません。いざというとき、頼りに
なるのは身近なご近所さんです。

どうすれば入会できるの？
　近くにお住まいの理事の方か市役所３階総合
政策グループに入会申込書を提出してください。
「理事さんが誰かわからない」「入会申込書がほ
しい」という方は総合政策グループに連絡して
ください。

平成27年度　町内会長一覧
（町内会の五十音順、敬称略）

町　内　会 氏　　名 住　　　所

青木町 林　　三郎 青木町六丁目６番地２

碧海町 鈴木　正仁 碧海町三丁目６番地９

春日町 杉浦　己喜夫 春日町七丁目７番地３

呉竹町 杉浦　茂樹 呉竹町二丁目２番地38

小池町 内藤　博忠 小池町五丁目８番地６

沢渡町 神谷　朝男 沢渡町五丁目２番地18

清水町 深谷　忠道 清水町六丁目２番地41

神明町・豊田町 佐藤　良平 神明町二丁目10番地２

田戸町 金原　泰治郎 田戸町三丁目８番地22

八幡町・新田町 鈴木　和見 八幡町六丁目７番地13

稗田町 神谷　元嗣 稗田町二丁目７番地５

二池町 水野　厚也 二池町四丁目203番地２

本郷町 神谷　粂一 本郷町五丁目３番地64

向山町 荒川　義孝 向山町四丁目１番地102

屋敷町 浅岡　憲隆 屋敷町七丁目７番地１

湯山町 鳥居　俊彦 湯山町八丁目１番地７

芳川町 牧　　信儀 芳川町二丁目１０番地13

論地町 杉浦　有三 論地町三丁目５番地17

＜清掃活動＞
気持ちよくまちを歩けるように清掃活動を行っています。また、地域の人たちが協力してごみステーションの見守りも行っています。

＜防災訓練＞
自分の身は自分で、
地域のことは地域
で守れるように日
ごろから訓練を
行っています。

＜登下校の見守り＞
地域の人たちが見守っていて
くれるから安心！青パト巡回
なども行っています。

＜絆づくり＞
運動会やお祭りなどをとおして地域の絆づくりに取り組んでいます。
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投票・開票速報　市公式ホームページ
　　　　　　　　http://www.city.takahama.lg.jp
問 合 せ 先　高浜市選挙管理委員会（□市行政グループ内）
　　　　　　　　☎ 52-1111（内線 328･351）

「投票で あなたが決める 高浜の未来」

◇
投
票
日
時　
４
月
26
日
㈰　
午
前
７
時
～
午
後
８
時

◇
投
票
場
所　
市
内
11
か
所
の
投
票
所

　
　
　
　
　
　
　
（
6
ペ
ー
ジ
の
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

◆
開
票
日
時　
４
月
26
日
㈰　
午
後
９
時
～

◆
開
票
場
所　
市
役
所
４
階
会
議
室

投
票
で
き
る
方

選
挙
公
報
に
つ
い
て

４月26日（日）は
高浜市議会議員一般選挙の

投票日です

・	

こ
の
選
挙
に
投
票
で
き
る
方
は
、
次

の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
方

で
す
。

・	

年
齢
が
満
20
歳
以
上（
平
成
７
年
４

月
27
日
以
前
の
出
生
者
）の
方

・	

日
本
国
民

・	

平
成
27
年
１
月
18
日
以
前
に
住
民

票
が
作
成
さ
れ（
ま
た
は
転
入
届
を

提
出
し
）、
引
き
続
き
高
浜
市
の
住

民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方

・	

高
浜
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
方

　

選
挙
公
報
は
、
中
日
新
聞
の
朝
刊
に

折
り
込
む
方
法
に
よ
り
お
届
け
し
ま
す
。

中
日
新
聞
を
購
読
さ
れ
て
い
な
い
方
に

は
、
新
聞
販
売
店
か
ら
郵
便
受
け
な
ど

に
投
か
ん
す
る
方
法
に
よ
り
お
届
け
し

ま
す
。

　

な
お
、
お
届
け
日
は
、
４
月
24
日
㈮

ご
ろ
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
印
刷
な
ど

の
状
況
に
よ
り
、
多
少
前
後
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

選
挙
公
報
は
、
市
役
所
、
い
き
い
き

広
場
、
各
公
民
館
な
ど
に
も
用
意
し
て

あ
り
ま
す
。

４月26日（日）は
高浜市議会議員一般選挙の

投票日です

イッピョウくん
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４月26日（日）は高浜市議会議員一般選挙の投票日です

投
票
日
に
都
合
の
悪
い
方
は

期
日
前
投
票
な
ど
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

期
日
前
投
票

　

仕
事
や
旅
行
な
ど
の
用
務
で
投
票
日

に
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、

期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

※	

投
票
日
に
は
選
挙
権
を
有
す
る
こ

と
と
な
る
が
、
投
票
を
行
お
う
と
す

る
日
に
は
未
だ
選
挙
権
を
有
し
な
い

方（
例
え
ば
、
投
票
日
に
は
20
歳
を

迎
え
る
が
、
投
票
日
前
で
は
未
だ
19

歳
で
あ
り
選
挙
権
を
有
し
な
い
方
な

ど
）は
、
期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
が
、
例
外
的
に
不
在

者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
	（

不
在
者
投
票
所
は
市
役
所	

地
下　

教
養
室
で
す
。）

期
間　

４
月
20
日
㈪
～
４
月
25
日
㈯

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

場
所　

市
役
所	

地
下	

教
養
室

持	

ち
物　

投
票
所
入
場
券
が
届
い
て
い

る
場
合
は
、
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

郵便などによる不在者投票の対象者	 〈別表１〉
交付手帳障がいの種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳

両下肢・体幹
１級または２級

特別項症から第２項症まで

移動機能 －
心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸

１級または３級 特別項症から第３項症まで

免疫の障がい １級から３級 －

肝臓 １級から３級 特別項症から第３項症まで

「郵便等投票証明書」の有効期間
郵便などによる不在者投票の対象者 有効期間

身体障がいまたは戦傷病にかかる対象者 交付の日から７年

要介護者 交付の日から被保険者証に記載されている要介護認定の有効期
間の末日まで

郵便などによる不在者投票における代理記載制度対象者	 〈別表２〉
交付手帳

障がいの種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳

〈別表１〉の該当者のうち上肢もしくは視覚 １級 特別項症から第２項症まで

介護保険 介護状態区分

要介護者 要介護５

※「郵便等投票証明書」を持っている方は、有効期間を確認してください。

不
在
者
投
票

・�

他
市
町
村
で
行
う
不
在
者
投
票

　

旅
行
先
や
滞
在
先
で
行
う
不
在
者
投

票
や
指
定
を
受
け
た
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
で
行
う
不
在
者
投
票
の
方
法
は
、

投
票
用
紙
な
ど
を
高
浜
市
か
ら
滞
在
地

に
郵
送
す
る
た
め
、
投
票
手
続
き
に
日

数
が
か
か
り
ま
す
。

	　

早
め
に
滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会

や
入
所
施
設
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

・�

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

自
分
の
意
思
で
自
署
で
き
る
方
で
、

〈
別
表
１
〉
に
該
当
す
る
方
は
、
郵
便
な

ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

利
用
に
は
あ
ら
か
じ
め「
郵
便
等
投

票
証
明
書
」が
必
要
で
す
。
必
要
な
方
は
、

市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

※
代
理
記
載
制
度

　

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
人
で
、
み
ず
か

ら
投
票
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方〈
別
表
２
〉に
該
当
す
る
方
は
、
あ

ら
か
じ
め
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委

員
長
に
届
け
出
た
者（
選
挙
権
を
有
す
る

者
に
か
ぎ
る
。）に
投
票
に
関
す
る
記
載

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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あなたの投票所はこちらです
●市民センター

●郵便局
　

院
病
合
総
田
豊
谷
刈

院
分
浜
高
●

駅
港
浜
高

駅
港
浜
高

駅
浜
高
河
三

駅
浜
高
河
三

線
路
道
間
五
道
市

線
路
道
間
五
道
市

線
路
道
間
五
道
市

●

ス
ウ
ハ
コ
エ

●

五反田
●グランド

至刈谷

至刈谷

至刈谷

至刈谷

至刈谷

至刈谷

至刈谷

至碧南

至碧南

至碧南

至碧南

至碧南

至碧南

至碧南

高浜川

南
碧
至

●農協

協
農
●

吉浜小
●

卍

県道
岡崎半田線

県道碧南高浜環状線

県営吉浜住宅

県道
岡崎半田線

消防署●

南中●

　●
南テニスコート

　●
高浜高等
技術専門校

●ガソリンスタンド

横浜橋

県道西尾知多線

行
通
方
一

行
通
方
一

行
通
方
一

行
通
方
一

社
幡
八

線
浜
吉
土
城
半
道
市

線
浜
吉
土
城
半
道
市

線
浜
吉
土
城
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市役所

高浜小学校

吉浜公民館

吉浜北部保育園

館
民
公
山
大

高浜南部公民館

吉浜保育園

女性文化センター

高取公民館

●
コンビニ

●コンビニ

タイヤ
販売店●

●
パチンコ

園
公
崎
洲

県道
岡崎半田線

県道
岡崎半田線

●   
郵便局

高浜中
●

市民センター
●

●
市役所

　　　●
刈谷豊田総合病院
高浜分院

大山緑地

第６投票区

高 取 公 民 館
清水町一～八丁目、神
明町五～七丁目、豊田
町三丁目、本郷町一~
六丁目、向山町一~六
丁目

第１投票区

吉浜北部保育園
小池町一～三丁目・六
丁目、新田町一～四丁
目、八幡町一～六丁目

第２投票区

吉 浜 公 民 館
呉竹町四·五丁目、小池町
四·五丁目、神明町一～四
丁目·八丁目、豊田町一･
二丁目、屋敷町四～六丁
目、湯山町二·三丁目

第３投票区

吉 浜 保 育 園
呉竹町一～三丁目·六·
七丁目、新田町五丁目、
屋敷町一～三丁目·七
丁目、芳川町一·二丁目

第４投票区

大 山 公 民 館
春日町一～四丁目·七
丁目、沢渡町一～三丁
目、湯山町一丁目、芳川
町三·四丁目

第５投票区

女性文化センター

三丁目、湯山町四～八
丁目

第７投票区

高 浜 市 役 所
青木町二～五丁目、春
日町五・六丁目、沢渡町

丁
目

第８投票区

高 浜 小 学 校
青木町一丁目・六～九

目

第９投票区

勤労青少年ホーム
二池町三・四丁目、論地
町一～五丁目

第10投票区

高浜南部公民館
碧海町一～五丁目、二
池町一・二・五・六丁目

第11投票区

高浜南部保育園
田戸町一～七丁目

大山緑地

↑

↑

↑

↑

↑

　ガソリン
●スタンド

薬局
● 高浜南部

保育園

駅
浜
高
河
三

　投票日当日は、投票所入場券に記載されてい
る投票所以外では投票できません。お出かけの
ときは、入場券で投票所を確認してください。
　駐車場のない投票所もありますので、できる
だけ徒歩か自転車などをご利用いただきますよ
うご協力ください。

あなたの投票所はこちらです
　投票日当日は、投票所入場券に記載されてい
る投票所以外では投票できません。入場券で投
票所を確認してください。
　駐車場のない投票所もありますので、できる
だけ徒歩か自転車などで来場してください。

４月26日（日）は高浜市議会議員一般選挙の投票日です
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「タカハマ物語２ 心のツバサ」は映画製作をとおして子ども・若者の成長を応援する企画です。

　当日は、コンセプト・ストーリーの紹介
やキャストの発表を行い、約150人の方が
来場されました！キャストとして壇上に出
た子どもたちはもちろん、会場準備や当日
の司会、メイキング動画の撮影などの運営
も中高生が頑張りました！

　昨年の年末から準備してきた「春の鬼み
ちまつり×鬼コンVol.4」では、バコハスタ
ッフを中心に、中高生スタッフが、ステー
ジの司会進行やブースの運営、メイキング
映像の撮影をしました。
　「タカハマ物語２ 心のツバサ」のクラン
クインとなる撮影も行い、とても盛りあが
りました！

これから夏まで、キャストは演技の練習、スタッフは大道具・小道具の作製をし、7～8月をメイン
に撮影をします！！そして、冬ごろの公開を予定しています。こう ご期待！

高浜中学校のスタッフ４人に意気込みを聞きました。
西澤　新太さん ：みんなで楽しく盛りあげていきたいです！
山内まりやさん ：初めてのことでとまどうことも多いですが、楽しくやっていけたら
 　いいなと思います！
弘中　　百さん ：みんなでワイワイ楽しくやっていきたい！
大林　澪奈さん ：いろんな人と仲よく楽しくやっていきたいと思います。！

○「タカハマ物語２ 心のツバサ」製作発表会

○春の鬼みちまつり×鬼コンVol.4

8

今後の予定！

（高浜中学校②）

　第８回は「タカハマ物語２」スタッフ伊藤彰浩がお届けします！
　今回は、2月15日開催の「タカハマ物語２ 心のツバサ」の製作
発表会と、3月21日開催の「春の鬼みちまつり×鬼コンVol.4」のよ
うすをお伝えします！

毎週月曜日21時～22時
Pitch FM83.8にて放送（内容は月替）
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高浜市役所本庁舎整備事業の概要

　⒈　事業の位置づけと課題

平成29年１月より
高浜市役所が生まれ変わります！

　市は公共施設の老朽化問題に対する課題解決のため、今
後40年間を見据え安定して行政サービスが維持していけ
るように、公共施設の総量圧縮、長寿命化などを踏まえた
全体方針である「公共施設あり方計画（案）」を公表していま
す。
　そのなかで耐震性能不足と老朽化が喫緊の課題となって
いる市役所本庁舎整備は、今後の公共施設の老朽化対策の
推進力となる事業として位置づけています。
　今回、その取組みの第一歩となる、市役所本庁舎の整備
事業の概要についてお知らせします。

○現庁舎の課題
①耐震性能
　	耐震基準を満たしていません。大地震な
ど災害が発生した場合には、防災拠点と
しての機能が果たせず、業務の継続が困
難となります。
②劣化状況
　	竣工後3８年が経過し、施設の老朽化が
進んでおり、老朽化に対する大規模な改
修工事が必要です。

　市役所本庁舎整備事業に関する市民の皆さんの疑問についてお答えします。
　詳しくは、市公式ホームページ（行政グループのページ内「本庁舎整備事業Ｑ＆Ａ」）
をご覧ください。

http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/gyosei/index.html

イメージ図（外観）
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　⒉　市役所本庁舎整備のポイント
①どんな庁舎になるの？

②どのくらいのお金がかかるの？

④今後のスケジュールは？

③どこに建設するの？

いきいき
広場

新庁舎

３階　議場・議会事務局、
　　　監査委員事務局
２階　企画部、総務部、
　　　都市政策部
１階　市民総合窓口
　　　センター

福祉部、
社会福祉協議会など

こども未来部、
教育委員会

福祉・こども
教育の拠点

コンパクトな
庁舎

　新しい庁舎は、現庁舎（約7,700㎡）よりも
コンパクトな庁舎をめざし、地上３階一部地
下１階、約4,700㎡の建物規模となります。
　また、いきいき広場には、こども未来部お
よび教育委員会を配置します。福祉部、高浜
市社会福祉協議会などと連携しやすくなるこ
とで、学びと福祉のワンストップサービスを
行います。

○地上３階一部地下１階
○新庁舎延床面積　約4,700㎡
（現庁舎延床面積　約7,700㎡）

　概算の事業費は、建物建設にかかる費用や20年
間の庁舎の維持管理・運営費などを含め、総額で約
33.2億円を予定しています。
　また、建物を民間から賃借する方法を取り入れ、
費用を20年間のリース料として平準化して支払っ
ていきます。

【20年間の毎年の支払額】
約1.6億円／年

　　　　　※システム移設費などの費用を除く。
　このことにより、財政負担の軽減や整備にかかる
費用を可能なかぎり節減し、その財源を老朽化の進
行著しい高浜小学校の建替え整備に充てます。

平成29年１月から新しい庁舎で業務を開始します（供用開始）。

　建設場所は現庁舎の西側です。
　現庁舎の隣に建設することにより、仮庁舎の建設
費や引越し費用を抑えることができます。

信用金庫

郵便局

N

県道 岡崎半田線

県
道 

名
古
屋
碧
南
線

市役所敷地

現庁舎新
庁
舎

主な業務内容
平成27年度 平成28年度 平成29年度

4月 ７月 10月 １月 4月 ７月 10月 １月 4月 ７月 10月 １月

設計期間
（平成27年4月～10月）

建設工事期間（１期工事）
（平成27年11月～

平成28年10月）

引越し
（平成28年11月～12月）

建設工事期間（２期工事）
（平成29年１月～８月）

供用開始
（平成29年１月～）

設計

１期工事

2期工事

供用開始

庁舎棟建設工事

現庁舎解体、情報カフェ・
会議室棟建設工事



分け方分け方
◇生きびん（ビールびん・一升びん）
◇雑びん（無色・茶色・黒色・青緑色）

◇生ごみ（料理くず、残飯など）、布くず、木くず、
　紙オムツ、皮革製品、少量の灰

◇家具類／ベット・タンス・机・鏡台・流し台・ふとん・
　マットレス・ストーブなど
◇電化製品／扇風機など
◇その他／自転車・乳母車（ベビーカー）・樹木（１ｍ
　以内に切る。）・草（芝）の大量のもの　など

◇土砂・陶器くず・ガラスくず・コンクリート破片
　（焼却灰は受け入れできません。）

◇家電リサイクル５品目　（テレビ、エアコン、
　洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫（冷凍庫）、液晶テ
　レビ・プラズマテレビ）
◇タイヤ、プロパンボンベ、バッテリー、オートバ
　イ、廃油（エンジンオイル）、農機具、消火器、ペ
　ンキ類、スプリング入りマット、建築廃材、劇薬・
　農薬　など

◆家電リサイクル５品目は、販売店に引き取って
　もらうか、指定引取場所へ直接搬入
◆クリーンセンターで受け入れできないごみは、
　販売店か専門業者に処理を依頼すること。

◆市役所市民生活グループで許可を受け、高浜市
　不燃物埋立場に搬入
　☎５２–１１１１（内線264）
　費用：軽自動車・普通自動車（500kgまで）
　　　　　１車あたり1,000円
　　　　普通貨物自動車（１t車まで）
　　　　　１車あたり2,000円
　　　　普通貨物自動車（２t車まで）
　　　　　１車あたり4,000円
　受入時間（月～金曜日）：午後１時～５時
　※祝日および年末年始は除く。

◇分別収集や粗大ごみ・埋立ゴミなど参照
◆クリーンセンター衣浦へ直接搬入
　☎４１–３４７９

◆クリーンセンター衣浦へ直接搬入
　☎４１–３４７９　受付日時（月～金曜日）
　※祝日も持込可能（土・日曜日は休み）
　午前の部：午前８時３０分～１１時３０分
　午後の部：午後１時～４時３０分
◆高浜エコハウスで一部の品目を受付
　☎５２–２２９９　毎週日曜日：午前９時～正午

◆高浜市指定袋に入れてごみステーションに出
　す。
◆生ごみは、水分を切ってから出す。
◆食用油類は、紙・布に吸わせて出す。
◆汚物はトイレに流す。

◇アルミ缶（飲料缶）
◇スチール缶（飲料缶）
◇その他の缶（缶詰、菓子の缶、缶のふたなど）

◇陶器、ガラス、金属類（資源ごみ、有害ごみ、粗大
　ごみ、埋立ごみ以外のごみ）
◇鏡、プラスチック容器類、オモチャなど
◇金属のみのフライパン、鍋など
◇取っ手が木やプラスチックの包丁、鍋、フライパ
　ンなど
◇油やサビなどで汚れている缶などの金属類
◇電球、グローランプ、ＣＤ、フロッピーディスク、
　カミソリなど
◇割れたびん、蛍光灯など
◇パソコンなど小型家電（テレビなどの家電リサ
　イクル５品目を除く。）

◆画鋲・カミソリなど、危険なものは袋に入れて
　不燃ごみとして出す。
◆不燃ごみ容器より大きいものは粗大ごみとし
　て、クリーンセンター衣浦へ直接搬入

◇筒型乾電池、蛍光灯、温度計、体温計、その他
　水銀を含むもの
◇使い捨てライター
◇ビデオテープ、カセットテープ
◇家電品などの電気コード類

◆乾電池は、有害ごみのブリキのバケツの中に入
　れる。
◆ボタン式電池は、販売店へ。

◇スプレー缶（化粧品スプレー、塗装用スプレー、
　殺虫剤、カセットコンロ用ボンベなど）

◇プラスチック製容器包装（プラマークが目印）
◆シャンプーの容器などは、軽くすすいで出す。
◆菓子の袋、カップ、パック、トレイなどはポリ袋に
　入れて、プラスチック製容器包装へ出す。

◆使いきってから穴をあける。　

◆飲料缶は、中身を残さず、水ですすいでから出
　す。
◆缶は、つぶさずに出す。
◆金属以外のものと合成された製品は、不燃ごみ
　に出す。

出し方

◆水ですすいでから出す。
◆びんのキャップは取り除き、金属製は不燃ごみ、
　プラスチック製はプラスチック製容器包装へ出
　す。
◆生きびんは、ビールびんと一升びん、雑びんは
　４つの色に分ける。
◆色判別で困るびんは、青緑色に入れる。

◎毎月第１・３曜日に分別収集拠点に出すもの◎ごみステーションに出すもの

◎分別収集拠点・ごみステーションから収集しないごみ

◎クリーンセンター衣浦で受け入れないごみ

びん類可燃ごみ（燃えるごみ）

分け方

出し方

出し方

分け方

粗大ごみ

出し方

分け方

分け方

埋立ごみ

臨時多量廃棄物（引越しなどの大量のごみ）

出し方

出し方

分け方

家電リサイクル５品目など

出し方

分け方

出し方

金属類

不燃ごみ（燃やすことのできないもの）

分け方

分け方

分け方

出し方

出し方

出し方

有害ごみ（水銀を含むもの）

スプレー缶

プラスチック類

◎毎月第２・４曜日に分別収集拠点に出すもの 可燃ごみ・資源ごみの収集曜日

分け方

分け方

◇新聞紙・折り込みチラシ
◇雑誌・その他の紙
◇段ボール（ボール紙）・その他の紙箱
◇紙パック

◇衣類
◇ぼろきれ　など

◇発泡スチロール製トレー（フィルム付、コーティ
　ング付カップめん容器やトレー）
◇発泡スチロール
◇ペットボトル
◇プラスチック製容器包装
　（プラマークが目印）

◆水ですすいでから出す。
◆ペットボトルのキャップは取り除いて、プラスチッ
　ク製容器包装へ入れる。
◆ペットボトルのラベルは取り除いて、プラスチッ
　ク製容器包装へ入れる。
◆シャンプーの容器などは、軽くすすいで出す。
◆お菓子の袋、カップ、パック、トレイなどはポリ袋
　に入れて、プラスチック製容器包装へ出す。

◆十文字にひもでしばる。
◆新聞紙とチラシをいっしょにしばって出す。
◆封筒、包装紙、はがきなどは、雑誌といっしょにし
　ばって出す。
◆ボール紙、紙製容器包装紙、トイレットペーパー
　の芯などは、段ボールといっしょにしばって出す。
◆紙パックは水洗いして出す。
◆紙パック（ジュース）の内側が銀色のものは、可
　燃ごみに出す。

◆十文字にひもでしばる。
◆油などで汚れたり、水にぬれている布類は可燃
　ごみとして出す。

出し方

出し方

分け方

出し方
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問合せ先　市市民生活グループ　　☎ 52-1111（内線 264）

可燃ごみ…指定袋に入れて、午前８時までにごみステーションへ出してください。
　　　　　※前日の夜から絶対に出さないでください。
資源ごみ…午前７時～８時に分別収集拠点へ出してください。
　　　　　◆第１・３週／びん類、金属類、不燃ごみ、有害ごみ
　　　　　◆第２・4週／紙類、古繊維類、発泡スチロール類、ペットボトル、プラスチック製容器包装

　仕事などでふだん資源ごみを出すのが難しい方は、分別収集特別拠点を利用してください。
ところ　高浜市不燃物埋立場（稗田町二丁目５番地地内）
開催日　毎月第１～第4日曜日　午前８時30分～10時 30分

※	ごみステーションおよび分別収集拠点の環境美化
に協力をお願いします。

町　名 可燃ごみ 資源ごみ
青木町 火・金曜日 月曜日
碧海町 火・金曜日 月曜日
春日町 火・金曜日 月曜日
呉竹町 月・木曜日 金曜日
小池町 月・木曜日 水曜日
沢渡町 月・木曜日 火曜日
清水町 火・金曜日 水曜日
神明町 月・木曜日 火曜日
豊田町 月・木曜日 火曜日
田戸町 火・金曜日 木曜日
八幡町 月・木曜日 水曜日
新田町 月・木曜日 水曜日
稗田町 火・金曜日 木曜日
二池町 火・金曜日 木曜日
本郷町 火・金曜日 水曜日
向山町 火・金曜日 水曜日
屋敷町 月・木曜日 金曜日
湯山町 月・木曜日 火曜日
芳川町 月・木曜日 金曜日
論地町 火・金曜日 水曜日

資源ごみ分別収集特別拠点



分け方分け方
◇生きびん（ビールびん・一升びん）
◇雑びん（無色・茶色・黒色・青緑色）

◇生ごみ（料理くず、残飯など）、布くず、木くず、
　紙オムツ、皮革製品、少量の灰

◇家具類／ベット・タンス・机・鏡台・流し台・ふとん・
　マットレス・ストーブなど
◇電化製品／扇風機など
◇その他／自転車・乳母車（ベビーカー）・樹木（１ｍ
　以内に切る。）・草（芝）の大量のもの　など

◇土砂・陶器くず・ガラスくず・コンクリート破片
　（焼却灰は受け入れできません。）

◇家電リサイクル５品目　（テレビ、エアコン、
　洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫（冷凍庫）、液晶テ
　レビ・プラズマテレビ）
◇タイヤ、プロパンボンベ、バッテリー、オートバ
　イ、廃油（エンジンオイル）、農機具、消火器、ペ
　ンキ類、スプリング入りマット、建築廃材、劇薬・
　農薬　など

◆家電リサイクル５品目は、販売店に引き取って
　もらうか、指定引取場所へ直接搬入
◆クリーンセンターで受け入れできないごみは、
　販売店か専門業者に処理を依頼すること。

◆市役所市民生活グループで許可を受け、高浜市
　不燃物埋立場に搬入
　☎５２–１１１１（内線264）
　費用：軽自動車・普通自動車（500kgまで）
　　　　　１車あたり1,000円
　　　　普通貨物自動車（１t車まで）
　　　　　１車あたり2,000円
　　　　普通貨物自動車（２t車まで）
　　　　　１車あたり4,000円
　受入時間（月～金曜日）：午後１時～５時
　※祝日および年末年始は除く。

◇分別収集や粗大ごみ・埋立ゴミなど参照
◆クリーンセンター衣浦へ直接搬入
　☎４１–３４７９

◆クリーンセンター衣浦へ直接搬入
　☎４１–３４７９　受付日時（月～金曜日）
　※祝日も持込可能（土・日曜日は休み）
　午前の部：午前８時３０分～１１時３０分
　午後の部：午後１時～４時３０分
◆高浜エコハウスで一部の品目を受付
　☎５２–２２９９　毎週日曜日：午前９時～正午

◆高浜市指定袋に入れてごみステーションに出
　す。
◆生ごみは、水分を切ってから出す。
◆食用油類は、紙・布に吸わせて出す。
◆汚物はトイレに流す。

◇アルミ缶（飲料缶）
◇スチール缶（飲料缶）
◇その他の缶（缶詰、菓子の缶、缶のふたなど）

◇陶器、ガラス、金属類（資源ごみ、有害ごみ、粗大
　ごみ、埋立ごみ以外のごみ）
◇鏡、プラスチック容器類、オモチャなど
◇金属のみのフライパン、鍋など
◇取っ手が木やプラスチックの包丁、鍋、フライパ
　ンなど
◇油やサビなどで汚れている缶などの金属類
◇電球、グローランプ、ＣＤ、フロッピーディスク、
　カミソリなど
◇割れたびん、蛍光灯など
◇パソコンなど小型家電（テレビなどの家電リサ
　イクル５品目を除く。）

◆画鋲・カミソリなど、危険なものは袋に入れて
　不燃ごみとして出す。
◆不燃ごみ容器より大きいものは粗大ごみとし
　て、クリーンセンター衣浦へ直接搬入

◇筒型乾電池、蛍光灯、温度計、体温計、その他
　水銀を含むもの
◇使い捨てライター
◇ビデオテープ、カセットテープ
◇家電品などの電気コード類

◆乾電池は、有害ごみのブリキのバケツの中に入
　れる。
◆ボタン式電池は、販売店へ。

◇スプレー缶（化粧品スプレー、塗装用スプレー、
　殺虫剤、カセットコンロ用ボンベなど）

◇プラスチック製容器包装（プラマークが目印）
◆シャンプーの容器などは、軽くすすいで出す。
◆菓子の袋、カップ、パック、トレイなどはポリ袋に
　入れて、プラスチック製容器包装へ出す。

◆使いきってから穴をあける。　

◆飲料缶は、中身を残さず、水ですすいでから出
　す。
◆缶は、つぶさずに出す。
◆金属以外のものと合成された製品は、不燃ごみ
　に出す。

出し方

◆水ですすいでから出す。
◆びんのキャップは取り除き、金属製は不燃ごみ、
　プラスチック製はプラスチック製容器包装へ出
　す。
◆生きびんは、ビールびんと一升びん、雑びんは
　４つの色に分ける。
◆色判別で困るびんは、青緑色に入れる。

◎毎月第１・３曜日に分別収集拠点に出すもの◎ごみステーションに出すもの

◎分別収集拠点・ごみステーションから収集しないごみ

◎クリーンセンター衣浦で受け入れないごみ

びん類可燃ごみ（燃えるごみ）

分け方

出し方

出し方

分け方

粗大ごみ

出し方

分け方

分け方

埋立ごみ

臨時多量廃棄物（引越しなどの大量のごみ）

出し方

出し方

分け方

家電リサイクル５品目など

出し方

分け方

出し方

金属類

不燃ごみ（燃やすことのできないもの）

分け方

分け方

分け方

出し方

出し方

出し方

有害ごみ（水銀を含むもの）

スプレー缶

プラスチック類
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問合せ先　いきいき広場内保健福祉グループ　☎ 52-9871

　現在、日本では転落、誤飲、窒息など不慮の事故が
子どもの死亡原因の上位を占めています。発育過程の
中で、「いつごろ」「どんな事故がおこりやすいか」を
知り、周りの大人が少し気をつけることで、事故を防
ぐことができます。

地域で見守る子育て!子育ち!子育て!子育ち!
～あかちゃんの事故を防ごう！！～

お母さんだけでなく、みんなで気をつけてあげましょう！

５月の 衣浦東部保健所の行事
会場：衣浦東部保健所

種　別 日　程 実施時間 内　　容 備　考

病 態 栄 養 相 談 13日（水） 9:00～11:30
糖尿病・脂質異常症・肥満など複数の疾
患のある方へ、栄養・食生活相談を行い
ます。

	衣浦東部保健所
へ電話予約

こ こ ろ の
健 康 医 師 相 談
（精神科医師）

19日（火） 14:00～16:00 精神科医師によるこころの健康相談を行います。

骨髄バンクドナー
登 録

12日（火）・19日
（火）・26日（火） 9:00～11:00

ドナー登録
【登録できる方】18歳～54歳の健康な
方

エイズ抗体検査
12日（火）・19日
（火）・26日（火） 9:00～11:00

匿名で検査ができます。 予約不要
18日（月） 18:00～19:00

問合せ先　衣浦東部保健所　☎ 21-4778

月齢別おこりやすい事故
月齢 おこりやすい事故 事故の主な原因と対策

新生児 周囲の不注意によるもの
○誤って上から物を落とす。
○上の子が抱き上げてケガをさせたり物を食べさせる。
○枕ややわらかい布団

１～６か月
転落 ベッドやソファーなどから落ちる。

[ベッドから離れるときは柵をつける。]
やけど 大人があかちゃんを抱いたまま熱い飲み物を飲む。

７～12か月

転落・転倒・はさむ 扉・階段・ベッド・バギー・椅子

やけど アイロン・魔法瓶やポットのお湯、炊飯器やスチーム加
湿器の蒸気

溺水 浴槽や洗濯機に落ちる。　[残し湯をしない。]

誤飲・中毒 タバコ・医薬品・化粧品・洗剤・コインなど

窒息 菓子などの食品をのどに詰まらせる。

車中のケガ 座席からの転落　[チャイルドシートを正しく使う。]
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４・５月の
児童センター

■東海児童センター　☎ 52-5126
■中央児童センター　☎ 52-3014
■吉浜児童センター　☎ 52-1019
■翼児童センター　　☎ 54-2833

　参加希望者は直接または電話で申込（申込受付は午前９時～。定員になりしだい締切）

◇対象・定員　平成24年4月２日～平成25年4月１日生まれの２歳児と保護者。25組
◇申込方法　　東海児童センターへ直接申込。定員になりしだい締切

　随時参加可能。いずれも午前10時30分開始

■東海児童センター

児童センター行事■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■■ ■ ■■ ■ ■■

２歳児親子体操教室「ノンタン」参加者募集■■

乳幼児対象の行事■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■

親
子
あ
そ
び

開催場所 月日 内	容

東海児童センター ５/28（木）パクパク人形を作って親子で追いかけっこをしよう。

中央児童センター
５/13（水）

いろいろな運動遊びを親子でふれあいながら楽しもう。
５/27（水）

吉浜児童センター

５/ ７（木）〈のびのび育児相談〉保健師によるミニ健康講話　　※育児相談可
※10:00～ 11:30

５/11（月）〈体操教室〉ふれあい遊びをしよう。※0～1歳児（10:30～）　　※2～3歳児（11:00～）

５/13（水）〈リトミック〉音楽に合わせて自由に体を動かして遊ぼう。

５/22（金） 5月生まれの誕生日会　　※4/28（火）～5/12（火）に申込

翼児童センター ５/28（木）講師の先生と「わらべうた」で遊ぼう。

中部公園

５/ ７（木）牛乳パックで風車を作り、まわして遊ぼう。　※雨天／東海児童センター

５/14（木）アンパンマンになって追いかけっこをしよう。※雨天／翼児童センター

５/21（木）フープを転がして遊ぼう。　　　　　　　　　※雨天／翼児童センター

行事名 月日 時間 内	容 対象 定員 参加費 申込期間

運動あそび 4/ 27（月）10:30～11:30
体操の先生といっしょに体を動か
して遊ぼう。 小学生 20人 無料 4/17（金）

		～24（金）

ほっとひといき
ティータイム ５/ 13（水）11:00～12:00

果実がいっぱい。グレープフルー
ツゼリーを食べよう。

乳幼児
親子 15組 300円

当日持参
4/27（月）
～5/2（土）

開催場所 月日 内　　　容 申込期間

東海児童センター ５月～２月（８月を除く。）
月１回、金曜日　10:30～11:30

講師を迎え、親子でふれあい遊びを
します。

4/20（月）
～25（土）

●開館日　月曜日～土曜日（午前9時～正午・午後１時～５時）　●休館日　　日曜日・祝日・年末年始



広 報 た か は ま 　H27.4.15　■ ■ ■ ■ 　14

このページは取り外し、壁や冷蔵庫
などに貼って活用してください

【予防接種】
対 象 者：接種時点で高浜市に住民登録がある方
接種場所：実施医療機関（詳細は各予防接種の案内文で確認してください。）
持 ち 物：母子健康手帳、接種する予診票、健康保険証、子ども医療費受給者証	※母子健康手帳はかならず持参してください。
接種期間：通年
そ の 他：実施医療機関に問い合わせをして接種してください。転入された方は、連絡してください。
＜�予防接種の広域化について＞　かかりつけ医が高浜市外にある場合など、定期予防接種を県内の医療機関で受けることができ
ます。詳しくは保健福祉グループに問い合わせてください。

※衣浦東部保健所行事は、12ページに掲載

定期予防接種種別 対象年齢 備　考

Ｂ Ｃ Ｇ １回 １歳に至るまでの児 ※	生後５か月に達したときから生後８か月に達するまでの期間
を標準的な接種期間とします。

4 種 混 合
（百日せき・ジフ
テリア・破傷風・
不 活 化 ポ リ オ ）

初回3回

追加1回

生後３か月～７歳６か月に至るまで
の児
※	追加接種は、初回接種（３回）終了
後、１年～１年６か月後に接種

※ 	DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風）のワクチンが製造終
了となりました。不活化ポリオとDPTを同じ回数で接種し
ている場合は4種混合ワクチンを接種できます。予診票を差
し替えますので、保健福祉グループへ問い合わせてください。

Ｍ Ｒ
（ 麻 し ん ・
風 し ん 混 合 ）

１期 １歳～２歳に至るまでの児 ※１歳の誕生日を迎えたら、優先的に接種しましょう。

２期
年長に相当する年齢の方
（平成21年4月２日～

平成22年4月１日生まれ）
※			接種期間：平成27年4月～平成28年３月
　＊なるべく早く受けてください。

ＤＴ（ジフテリア・
破傷風混合） ２期 小学６年生（平成15年4月２日～

平成16年4月１日生まれ）
※接種期間：平成27年4月～平成28年３月
　＊なるべく早く受けてください。

日 本 脳 炎
１期

初回２回

追加1回

３歳～７歳６か月に至るまでの児
※	追加接種は、初回接種（２回）終了
後おおむね１年後に接種

※	３歳になるお子さんについて、接種の積極的勧奨を行ってい
ます。
※	平成９年4月２日～平成10年4月１日生まれの方で第２期
が未接種の方へ積極的勧奨を行います。
※	積極的勧奨以外の対象者（平成７年4月２日～平成19年4月
１日生まれ）は、希望があれば接種できます。２期 １回 ９歳以上13歳未満の方

ヒ ブ ワ ク チ ン
（ イ ン フ ル エ
ン ザ 菌 ｂ 型 ）

初回開始
月齢に応
じ接種回
数が異な
る

生後２か月～５歳に至るまでの児

※	開始が生後２か月～生後７か月に至るまでの場合：初回３回
（１歳に至るまでに完了）追加１回
※	開始が生後７か月に至った日の翌日～１歳に至るまでの場
合：初回２回（１歳に至るまでに完了）追加１回
※	開始が１歳に至った日の翌日～5歳に至るまでの場合：１回

小児用肺炎球菌
ワ ク チ ン

※		開始が生後２か月～生後７か月に至るまでの場合：初回３回
（２歳に至るまでに完了）追加１回
※	開始が生後７か月に至った日の翌日～１歳に至るまでの場
合：初回２回（２歳に至るまでに完了）追加１回
※	開始が１歳に至った日の翌日～２歳に至るまでの場合：２回
※	開始が２歳に至った日の翌日～５歳に至るまでの場合：１回

子宮頸がん予防
ワ ク チ ン ３回

中学１年生～高校１年生相当の女子
※	標準的な接種期間：中学１年生
（平成14年4月2日～平成15年
4月1日生まれ）

※	２種類の子宮頸がん予防ワクチンがありますが、１回目に接種し
たワクチンで接種を進めてください。

厚生労働省より平成25年６月14日付けで「子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお勧めし
ていません。」と勧告がありました。接種にあたっては、有効性とリスクを理解したうえで受けてく
ださい。

水 痘 ワ ク チ ン ２回 １歳～３歳に至るまでの児
※水痘にかかったことがある場合は対象外
※	任意接種で受けた回数は定期接種として受けた回数に含まれま
す。
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27年 5月の
山本結

ゆ

梨
り

ちゃん（神明町）

・乳幼児健診、相談などは受付時間の10分前に開場します。
・	駐車場は三河高浜駅西立体駐車場を利用してください。駐車券をお渡しします。

種　別 日　程 実施時間 内　　容 備　考

栄 養 相 談 19日（火） 13:30～
		15:30

糖尿病・高血圧・骨粗しょう症などの予防を
目的とした、管理栄養士による食生活や栄養
に関する相談（1人30分程度）

※保健福祉グループへ電話予約

【成人】 会場：いきいき広場

お知らせ

山崎晃
あき

聖
と

くん（湯山町）

各健診の受付時間はか
ならず守ってくださ
い。受付時間を過ぎた
場合は、次回の健診の
受診となります。

【乳幼児・妊婦】★印については、個別通知をします。 会場：いきいき広場（パパママ教室を除く。）
種　別 日　程 受付時間 対　象 持ち物 備　考

4 か 月 児 健 診
離 乳 食 講 習 15日（金）

12:00　
～13:30

★平成27年
　１月生まれ

・	母子健康手帳
・	健診アンケート
・	バスタオル

図書館より絵本の紹介と貸出しを
します。

１歳６か月児健診
フッ化物歯面塗布 27日（水） ★平成25年

　10月生まれ

・	母子健康手帳
・	健診アンケート
・	歯ブラシ ※	歯みがきを済ませてきてくださ

い。
※	フッ化物歯面塗布は､ 希望児の
み実施（料金	300円）

2歳児･2歳6か月児
歯 科 健 診
フッ化物歯面塗布

		1日（金）
（２歳児）
平成25年4月生まれ
（２歳６か月児）
平成24年10月生まれ

・	母子健康手帳
・	歯ブラシ

3 歳 児 健 診 13日（水） ★平成24年
　4月生まれ

・	母子健康手帳
・	健診アンケート
・	歯ブラシ
・	手鏡、コップ、タ
オル（５歳児のみ）

※	歯みがきを済ませてきてくださ
い。

５ 歳 児 健 診 20日（水） 対象者に通知

ち び っ こ 相 談 		8日（金） 9:30　
～10:30

０歳～就学前のお子さ
んとその家族

・	母子健康手帳

※	歯科相談を希望の方は歯ブラシ
を持参

発 達 相 談 18日（月） 要予約 希望者
希望する方は保健福祉グループへ
問い合わせてください。

言 語 相 談 28日（木） 要予約 希望者

ま ま プ チ さ ろ ん 19日（火） 9:45　
～10:00 妊娠した方

・	母子健康手帳
・	母子健康手帳副読本 ※保健福祉グループへ電話予約

パ パ マ マ 教 室 23日（土） 9:00～
9:15 パパ・ママになる方

・母子健康手帳
・筆記用具

会場：	よしいけ保育園子育て支援
センター

※保健福祉グループへ電話予約

こ ん に ち は！
あ か ち ゃ ん 訪 問 随時 随時

生後4か月未満の赤ちゃ
んのいるすべての家庭
（里帰り出産者も可）

・	母子健康手帳
・	タオル

留守番電話に伝言が残っていた方、
里帰り中で市内に不在の方は連絡
してください。

母子健康手帳交付 11日（月）
25日（月）

初産婦
8:50　
　～9:20

経産婦
9:30　
　～10:00

妊娠した方とその家族
※	妊娠に気づいたら早
めに医療機関を受診
しましょう。

・	医療機関などで妊娠
届出書を受け取った
方は持参
・	外国籍の方は在留
カード（外国人登録
証明書）などを持参

※予約不要
※	初産婦さんは9:30～10:00にプ
レママ教室があります。
※	日程の都合の悪い方は保健福祉グ
ループへ連絡
※	できるだけ妊娠11週までに届出
をしましょう。
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コラム 認知症とこれから 今月のテーマ
「デイサービスの活用」

認知症についての相談
はこちらへ

いきいき広場内福祉まるごと相談グループ　☎ 52-9610
認知症介護相談（認知症の人と家族の会）平日（月～金）午前10時～午後4時　☎0562-31-1911

　食事や入浴、日常生活上の支援やリハビリなどのサービスを日帰りで提供してくれるのがデイサー
ビス（デイ）です。デイで認知症の人をケアしている職員さんに伺いました。
☆デイで心がけていること
　デイは本人も家族も安心して外出できる場所です。その人らしさを生かし、社会とのつながりを作
ることを心がけています。デイが楽しい居場所になれば、通うことにも積極的になります。着替えを
嫌がった人が着替えるようになったり、日課ができ生活にメリハリができます。
　人との関わりを生み、「また行きたい」と思ってもらえるように工夫します。
☆さりげないサポート
　デイでは本人の得意なことを探し、役割を持ってもらいます。役割を持つことで自信を取り戻す人
がたくさんいます。特別なことではなく、できそうなことを選んで「お願いね」「ありがとう」と声か
けをして見守ります。本人は若いときのように複雑なことができないのはよくわかっています。だか
ら不安になったり、失敗を隠したり、おっくうがったりするのだと思います。失敗を指摘せず自尊心
を傷つけないようにすることが大切です。
　多くの認知症の人と接してわかったことは、人と話をしたい、いっしょに何かをしたい、誰かの役
に立ちたいと思うことはみんな同じだということです。そこを手伝うと、自然と楽しく過ごしてもら
えるようになります。
☆デイの役割
　運動や人との関わりなどデイでの活動は、認知症の予防や進行を緩やかにすることに役立ちます。
認知症の人への細やかな見守りや声かけ、役割を持たせることなどは家庭では難しいこともあると思
います。家族が休息を取ることも大切です。
　デイでは食事や入浴、排せつも手伝うので、家族といっしょによいケアを考えたり、介護方法や健
康管理の情報交換ができます。介護の大変さも分かち合うことができます。
　ぜひ、デイサービスを活用してください。

５月の 休 日 等 在 宅 当 番 医
☆高浜市医師会　＜診療日＞日曜および祝日　	＜診療時間＞9:00～12:00、13:30～17:00
３日※ 高浜愛レディースクリニック 湯山町 ☎54－5161
4日※ 辻こどもクリニック 神明町 ☎52－9990
５日※ 岩井内科クリニック 二池町 ☎54－1019
６日※ 猪塚皮膚科 沢渡町 ☎52－5211
10日 神谷整形外科 沢渡町 ☎52－5221
17日 吉浜クリニック 呉竹町 ☎52－5110
24日 猪塚皮膚科 沢渡町 ☎52－5211
31日 岩井内科クリニック 二池町 ☎54－1019

※5月３～６日の診療時間は、9:00～12:00です。

☆高浜市歯科医師会　〈診療日〉日曜　〈診療時間〉9:00～12:00
３日 ユヤマデンタルオフィス 湯山町 ☎54－0007
10日 杉浦歯科医院 呉竹町 ☎52－5000
17日 グリーン歯科 屋敷町 ☎53－1515
24日 しずま歯科クリニック 沢渡町 ☎91－8838
31日 森歯科医院 青木町 ☎52－0888

なお、都合により変更する場合がありますので、確認のうえ受診してください。
診療時間外に、急病などで受診が必要なときは、
救急医療情報センター（☎３６－１１３３・ホームページ http://www.qq.pref.aichi.jp/）に問い合わせてください。
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問合せ先　　市総合政策グループ　　☎ 52-1111（内線 365）

問合せ先　いきいき広場内保健福祉グループ　　☎ 52-9871

健康たかはま21
　「夜10時以降に就寝する」子どもは１歳６か月児で41％、3歳児で45.2％と、愛知県平均を大きく
上回っています。
　ついつい、大人に合わせて子どもの就寝時間が遅くなっていませんか。１〜３歳ごろまでに必要な
睡眠時間は、昼寝も入れて10〜12時間、４〜６歳ごろは10〜13時間です。寝床に入る時間は、夜８
〜９時を目安にしましょう。

整えよう、睡眠習慣
・�寝る準備と環境を整える。（パジャマに着替え、歯磨きをする。部屋を薄暗くして絵本の読み聞かせや添い寝、子守唄など）

・�早寝早起きのリズムをつける。
・�日中は太陽の光にあたり、活発な運動（遊び）をする。

『寝る子は育つ』は本当です！
　子どもの成長や体の修復に関係する成長ホルモンは､ 深いノンレム睡眠で熟睡するときに最も
多く分泌されるため、子どもは寝ないと大きくなりません。
　また、規則正しく寝て起きることで１日の生活リズムを整える役割があります。
睡眠不足になると…
・�朝の機嫌が悪くなり朝食を食べない、成長や発達の遅れを引きおこす。
・�注意や集中力の低下、眠気を引きおこし、疲れやすくなる。ふだんからイライラし、落ち着き
がなくなる。学力の低下を招く。

・�血圧が上がる。肥満になりやすくなり、糖尿病など生活習慣病に陥る危険度が増す。

休養・こころの健康づくり　～睡眠について～
高浜市は、遅寝の習慣のある子どもが多いです！

11時以降
4.8
8.9

16.7
32.1

4.2

高浜市
愛知県

7.6

23.8
37.6

48.8
42

23.2
12.8

45.4
43.6

33.1
15.4

1歳6か月児 3歳児

10時台

9時台

9時前

11時以降

10時台

9時台

9時前

平成26年度公表「衣浦東部保健所　管内乳幼児健康診査実施状況（平成25年度調査）」より

（％）

子どもの就寝時間

　市では、めざすまちの姿のキャッチフレーズとして「思いやり�支え合い�手と手をつなぐ�大家族たかはま」
を掲げ、第６次高浜市総合計画に基づいた市政運営を進めています。
　総合計画に掲げた取組みの成果などを測り、今後の事業改善などの資料とするため、満18歳以上の方（無
作為に抽出した2,500人）を対象に、市民意識調査を実施します。
　調査票が届きましたら、協力をよろしくお願いします。

市民意識調査に協力してください
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第６期
介護保険事業計画・
高齢者保健福祉計画

　平成27年３月、高浜市介護保険審議会の審議を経て、平成27年度～29年度の介護保険事業
や高齢者施策の方針を定めた「第６期高浜市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」（以下、第
６期計画という。）を策定しましたので、その概要をお知らせします。

　高齢者を取り巻く状況

　基本理念・基本目標

　本市の平成26年９月末現在の高齢者人口（65歳以上）は8,570人、高齢化率は18.5％、要介護（要支援）
認定者数については1,480人となっています。
　３年後の平成29年度には、高齢者人口は8,959人（＋389）高齢化率は19.1％（＋0.6）、要介護（要支援）
認定者数は1,592人（＋112）と推計しています。

　高齢者ができるかぎり住み慣れた地域において健康で生きがいをもって暮らすことができ、たとえ医
療や介護が必要な状態になっても、専門的な支援と市民同士の支え合いにより、安心して住み続けられ
るまちづくりをめざし、『住み慣れた地域でみんながいきいき暮らせるまち』を基本理念に掲げました。
　また、基本目標については、介護予防の部分に着目し『要支援にならない・させない・戻らない』とし
ました。

第６期高浜市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画

住み慣れた地域でみんながいきいき暮らせるまち基本理念

要支援にならない・させない・戻らない基本目標

基本
方針1 基本

方針2 基本
方針3 基本

方針4
地域共生の
基盤づくり

安心して
暮らすための
介護サービスの
基盤づくり

参加と支え合い
による介護予防と
生活支援の
仕組みづくり

いきいきと
暮らせる
環境づくり

＜施策展開の基本的な視点＞
①　高齢者の孤立化防止
②　居場所・出番のある地域づくり
③　住民が主体となった生活支援サービス
④　団塊世代と男性の地域活動参加
⑤　認知症予防の推進
⑥　医療との連携

施策の展開

区分 第５期 第６期
・・・

平成37年度（推計）
介護保険料
（基準額：月額） 5,260円 5,480円

（対前期＋220円） 8,336円
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　施策展開の基本的な６つの視点と具体的な主な施策
①高齢者の孤立化防止
　・�独居高齢者などに対する見守りネットワーク

の充実
　・避難行動要支援者支援事業の普及
②居場所・出番のある地域づくり
　・生涯現役のまちづくり事業の推進・発展
　・高齢者の就労・雇用支援
③住民が主体となった生活支援サービス
　・介護予防・日常生活支援総合事業の展開
　・生活支援コーディネーターおよび協議体の設置

④団塊世代と男性の地域活動参加
　・生涯現役のまちづくり事業の推進・発展
　・いきいき健康マイレージ事業の推進・発展
⑤認知症予防の推進
　・�認知症予防の推進�―独立行政法人国立長寿

医療研究センターとの共同研究―
　・認知症支援対策の推進
⑥医療との連携
　・在宅医療と福祉・介護連携の推進
　・地域ケア会議の強化

～たかはま版地域包括ケアシステム構築
に向けた取組みの推進～

多様な視点や方法で介護予防の施策を展開する
ことに加え、介護予防・医療・介護・福祉など
多職種の連携を強化するとともに、迅速で柔軟
な相談支援を行うことにより、高齢者も、障が
いのある人も、子育て中の人も、病気や失業な
どで生活に困っている人も、だれもが住み慣れ
た地域に暮らし続けられるよう「たかはま版地
域包括ケアシステム」を構築します。

～地域資源を活用した
介護予防と生活支援の推進～

高齢者の生活機能の向上を積極的に図り、介護
が必要な状態にならないよう、積極的な参加と
支え合いによる身近な場所における地域ぐるみ
の介護予防を推進していきます。

～生涯現役のまちづくりと
就労支援の推進～

これまで進めてきた生涯現役のまち
づくりの視点で、高齢者が活動でき
る環境をつくり、高齢者の生きがい
づくりと健康維持を支援していきま
す。

～安心を担保する
介護保険事業の推進～

要介護の状態になっても、だれもが
みずからの意思でサービスを選択で
きるよう、居宅サービス、施設・居
住系サービスを問わず必要とされる
介護保険サービスを十分に確保する
とともに、サービスの質の確保と向
上に努めます。

地域共生の基盤づくり

参加と支え合いによる介護予防と
生活支援の仕組みづくり

安心して暮らすための
介護サービスの基盤づくり

いきいきと暮らせる
環境づくり

基本
方針1 基本

方針2 基本
方針3 基本

方針4 基本
方針1 基本

方針2 基本
方針3 基本

方針4

基本
方針1 基本

方針2 基本
方針3 基本

方針4基本
方針1 基本

方針2 基本
方針3 基本

方針4

介護保険料
　第６期計画では、第6期（平成27年度〜29年度）の
保険料に加え、団塊の世代の方が75歳になる平成37
年度の保険料についても推計しました。

問合せ先　いきいき広場内介護保険・障がいグループ　　☎ 52-9871

※�第６期計画は、いき
いき広場および市の
ホームページでご覧
ください。
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　平成27年３月、「高浜市人にやさしい街づくり及び障害者施策審議会」の審議を経て、
「障がい者福祉計画」「障がい福祉計画」が完成しましたので、その概要をお知らせしま
す。
　計画策定にあたっては、「障がい者福祉計画」は、６年間（平成27年度～32年度）の障
がい者支援のための施策の基本的方向性を示しています。また「障がい者福祉計画」は、
３年間（平成27年度～29年度）の必要なサービスの見込みとその確保方策を定めていま
す。
　障がい者の方やその家族の方へ実施したアンケート調査結果や、各種団体などからの
意見聴取、障がい者自立支援協議会をはじめとした各会議からの意見に基づき作成して
います。計画の進行管理については、「高浜市人にやさしい街づくり及び障害者施策審
議会」を中心に行っていきます。
　また、「介護」「高齢者」「障がい者」「疾患」「失業」「子育て」など制度の枠を越え、
だれもが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう「たかはま版地域包括システム」を構築
します。
※これらの計画は、いきいき広場および市のホームページでご覧ください。

【たかはま版地域包括ケアシステムのイメージ】

「障がい者福祉計画」
「障がい福祉計画」
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問合せ先　いきいき広場内介護保険・障がいグループ　　☎ 52-9871

◆施策の体系

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
そ
の
人
ら
し
く

安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
共
生
の
ま
ち
づ
く
り

基本方針１

住み慣れた地域での暮らしの
確保

１―１ 災害時の安全の確保
１―２ 民間活力の導入による施設などの整備

１―３ 住民と交流できる新たな居場所・活動機会の
創設

１―4 「障がい」および「障がいのある人」に対する地
域住民の理解の促進

基本方針２

本人の生活を支援する体制の
充実

２―１ たかはま版地域包括ケアシステムの構築
２―２ 継続・持続可能なサービス提供
２―３ ライフステージに応じた支援の充実
２―4 就労・定着支援
２―５ 権利擁護の推進

基本方針３

本人を支える人たちへの支援
体制の構築

３―１ 教育機関との連携
３―２ 老障世帯などへの包括的家族支援の推進
３―３ サービス事業所などのスキルアップ
３―4 保護者・家族支援
３―５ 新しい当事者団体などの育成・支援

子ども・子育て支援事業計画
　本計画は、平成25年12月に就学前児童を持つ保護者を対象に実施した、就労状況・意向や
保育サービスの利用希望などについてのアンケート調査の結果を分析し算出した各種保育・教
育事業のニーズを「量の見込み」として定め、各事業の提供体制の確保を図ることを主目的とし
ています。

【事業計画の内容】
❶　教育・保育提供区域の設定
❷　量の見込みの設定
❸　幼児期の学校教育・保育の見込みと提供体制
❹　地域子ども・子育て支援事業の見込みと提供体制
❺　幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進について
❻　妊娠期から切れ目のない支援体制の確立
❼　産休・育休後における教育・保育施設等の円滑な利用の確保
❽　子どもに関する専門的な知識・技術を要する支援
❾　	職業生活と家庭生活との両立を図るための雇用環境整備
※計画の進行管理については、「高浜市子ども・子育て会議」を中心に行っていきます。
※これらの計画は、市のホームページでご覧ください。

問合せ先　市こども育成グループ　☎ 52-1111（内線 316）

基
本
理
念

４月からスタート
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　「鬼みち案内人」といっしょに鬼みちを歩きながら高浜の魅力を発見し学びませんか。
今回のコースは、高浜港駅から観音寺までの道のりです。
と　　き　４月18日（土）午前９時30分〜11時30分
集合場所　高浜港駅
問合せ先　高浜市観光協会事務局　☎５２－２２８８

鬼みち案内人による　第５回高浜を楽しむミニ講座

高浜市国民健康保険
データヘルス計画を
策定しました

データヘルス計画のＰＤＣＡサイクル

>>PLAN（計画）<<
これまでの保健事業の振り返りと、
データ分析を行い、問題点を見つけ、
解決に向けた目標を設定します。

>>CHECK（評価）<<
実施した事業にどのような効果があっ
たか、あらかじめ設定した評価の指標
をもとに評価を行います。

>>DO（実施）<<
「費用対効果」を考えなが
ら事業を実施し、健康づく
りに取り組みます。

>>ACT（改善）<<
評価結果に基づき、事業
の改善を図ります。

【目 的】

医療費の抑制

健康保持増進

　データヘルス計画とは

　データヘルス計画の期間

　データヘルス計画の目的

　皆さんが病院などにかかったときの診療内容を記録し
た「診療報酬明細書（レセプト）」や、健康診査の結果など
のデータを分析し、現状に見合った保健事業を、効果的・
効率的に実施するための事業計画です。

※詳しくは、市民窓口グループで配布する冊子か、市公式ホームページをご覧ください。
http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/shimin/kokuho/datahealth.html

　第１期として、平成２７年度から平成２９年度の３年間とします。

　「医療費に大きく影響を与えている課題は何か」を明確にしたう
えで、効果的・効率的な保健事業を実施し、健康の保持増進や、
病気の予防・重症化の予防により、毎年右肩上がりに増える傾向
にある医療費の抑制を図ることを目的としています。

問合せ先　市市民窓口グループ（国民健康保険担当）　☎ 52-1111（内線 261・262）
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問合せ先　市総合政策グループ　☎ 52-1111（内線 339）

　市民予算枠事業は、市民の皆さんからの税を、地域でより有効に役立てることができるよう、個人市民税の５％
分の予算の使いみちを市民の皆さんと協議・検討して、小学校区単位、あるいは市内全域の「どうしよう ?」の解
決や「みんなでこうしたい !」という想いをかなえるための制度です。
　新たな提案について随時相談に応じていますので、気軽に総合政策グループまで問い合わせてください。

◆内容
　�　市民に身近な公共性のある事がらで、地域住民の連携で行っ
た方がより地域の発展につながると考えられるものに対し、ま
ちづくり協議会および町内会などまちづくり協議会の構成団体
が取り組むために使う予算です。小学校区での合意が必要とな
ります。

◆交付対象団体・実施団体
　　まちづくり協議会、まちづくり協議会の構成団体
◆審査方法　書類審査
　　　　　　※平成27年度実施事業の提案締切は６月末日まで

◆内容
　�　「まちづくりパートナー」に登録した市民公益活動団体が、市
民全体の利益になり、市との間で目的または目標が一致する事
がらについて、協働で取り組むための予算です。

　（まちづくりパートナーへの登録は随時受け付けています。)
◆交付対象団体・実施団体
　　まちづくりパートナーに登録された市民公益活動団体
◆審査方法　書類審査・公開審査（プレゼンテーション）
　　　　　　※�平成27年度実施事業の提案締切は６月末日まで

◆内容
　�　市内全体の利益、または課題の解決となる、市の施策に反映する
提案をいただきます。市民・市民公益活動団体が提案し、審査を経
たうえで、市が実施します。

◆提�案�者
　　市民、市民公益活動団体
◆審査方法　書類審査・公開審査（プレゼンテーション）
　　　　　　※平成27年度実施事業の提案締切は６月末日まで

地域内分権推進型

協働推進型

市民提案型

▲ライフライン遮断避難所体験訓練
　（翼まちづくり協議会）

▲子ども防災リーダー養成事業
　（高浜の防災を考える市民の会）

地域の「どうしよう？」を解決し「やりたい」を応援する

市民予算枠事業（地域内分権推進型、協働推進型、市民提案型）



広 報 た か は ま 　H27.4.15　■ ■ ■ ■ 　24

Information file
　

市
税
な
ど
の
滞
納
者
宅
へ
の
訪
問

や
電
話
を
か
け
て
納
税
を
促
す
仕
事

で
す
。

募
集
人
数　

１
人

応�
募
資
格　

本
人
・
同
居
者
と
も
に

滞
納
が
な
く
、
普
通
自
動
車
免
許

を
持
っ
て
い
る
心
身
と
も
に
健
康

な
方
で
年
齢
、
性
別
は
問
い
ま
せ

ん
。

身�

分　

地
方
公
務
員
法（
第
３
条
第

３
項
第
３
号
）に
定
め
る
非
常
勤

特
別
職

※�

職
務
を
誠
実
か
つ
公
正
、
適
正
に

遂
行
で
き
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

※�

職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
他
に
漏

ら
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

勤�

務
期
間　

平
成
27
年
６
月
～
平
成

28
年
３
月
31
日

勤
務
時
間

・	

週
５
日（
土
・
日
曜
日
、
国
民
の

祝
日
、
年
末
年
始
は
休
み
）

・	

１
日
６
時
間
勤
務

　
（
午
前
10
時
～
午
後
５
時
）

報
酬　

月
額
12
万
７
，
０
０
０
円

※	

年
次
休
暇
以
外
の
休
暇
に
つ
い
て

は
、
時
給
相
当
分
を
減
額
し
ま
す
。

申	

込
方
法　

４
月
27
日
㈪
午
後
５
時

15
分
ま
で
に
高
浜
市
税
徴
収
員
志

　
税

手
　
当

願
書（
窓
口
に
て
配
付
、
要
写
真

添
付
・
押
印
）を
提
出
。（
土
・
日

曜
日
は
除
く
。）

申
込
・
問
合
せ
先

　

□市
税
務
グ
ル
ー
プ

　

	

☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
241
・

243
）

　

児
童
扶
養
手
当
を
４
月
10
日
㈮
に

指
定
さ
れ
た
口
座
へ
振
り
込
み
ま
し

た
。

　

手
当
受
給
資
格
者
で
、
ま
だ
申
請

し
て
い
な
い
方
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

受�
給
資
格
者　

父
ま
た
は
母
が
い
な

い
か
、父
ま
た
は
母
が
障
が
い（
身

障
手
帳
１
級
か
２
級
の
一
部
）状

態
に
あ
る
家
庭
で
、
18
歳
到
達
年

度
末
ま
で
の
児
童
ま
た
は
20
歳
未

満
で
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先　

　

い
き
い
き
広
場
内
介
護
保
険
・

　

障
が
い
グ
ル
ー
プ

　

☎
５
２
‒
９
８
７
１

市
税
徴
収
員
を
募
集

○！	納税には口座振替が便利です
　納め忘れがなく、納期ごとに金融機関やコンビニ
などへ出かけて支払う必要がありません。
　口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

口座振替申込
申込先　金融機関もしくは市市民窓口グループ
持ち物　通帳、通帳に使用している印鑑
※口座振替開始は、申込から２か月後になります。

　第１・２期は、仮算定による税額です。暫定的に、
平成26年度の国保税の年税額の８分の１に相当す
る額を納めていただきます。（年度の途中から加入
した場合は、１年間に換算した額）

４月30日（木）です

国民健康保険税 第１期の納期限は

～かならず納期限内に納めましょう～

問合せ先　市市民窓口グループ
　　　　　☎５２‒１１１１（内線261・262）

受
給
者
の
方
へ

児
童
扶
養
手
当
を

振
り
込
み
ま
し
た

善
意
を

　

 

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

（
敬
称
略
）

市
へ

　

	

吉
川
了
悟
、
山
川
惠
美
子
、

　

鈴
木
勝
之
、
嶋
田
好
孝
、

　

西
村
眞
孝
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ボ
ー
ト
（
漕
艇
）に
興
味
の
あ
る

方
は
、
ぜ
ひ
受
講
を
し
て
く
だ
さ
い
。

半
日
の
講
習
で
漕
艇
セ
ン
タ
ー
が
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と�

き　

５
月
17
日
㈰　

午
前
９
時
30

分
～
正
午

と�

こ
ろ　

高
浜
市
漕
艇
セ
ン
タ
ー

（
碧
海
町
一
丁
目
・
高
浜
川
河
口
・

臨
海
鉄
道
脇
）

参
加
費　

無
料

内
容

・	

講
義
…
基
本
漕
法
、
安
全
対
策
、

漕
艇
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
つ
い
て

・	
実
技
…
乗
艇
練
習
の
基
礎

※	
天
候
に
よ
り
日
程
を
変
更
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

持�

ち
物　

運
動
の
で
き
る
服
装
、
水

と
う
、
軍
手
な
ど

申�

込
方
法　

５
月
13
日
㈬
ま
で
に
文

化
ス
ポ
ー
ツ
グ
ル
ー
プ
へ
電
話
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※	

20
歳
未
満
の
方
は
、
保
護
者
の
承

諾
書
が
必
要
で
す
。

申
込
・
問
合
せ
先

　

□市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
グ
ル
ー
プ

　

	

☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
331
）

　
「
ふ
れ
あ
い
移
動
動
物
園
」で
は
、

約
17
種
類
の
動
物
と
ふ
れ
あ
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

十
数
店
舗
の
屋
台
が
集
ま
り
、
乗

馬
体
験
も
予
定
し
て
い
ま
す
。
家
族

で
楽
し
く
休
日
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

と
き　

５
月
10
日
㈰　

　

	

午
前
10
時
～
午
後
３
時（
雨
天
決

行
）

と
こ
ろ　

さ
わ
た
り
夢
広
場

　
（
沢
渡
町
三
丁
目
６
‒
16
）

※
駐
車
場
な
し

費
用　

無
料

問
合
せ
先

　

さ
わ
た
り
ス
ミ
レ
会（
井
野
）

　

☎
０
８
０
‒
６
９
４
７
‒
３
０
６
６

そ
の
他

ジャンボピーナッツの種まきを行います
　高浜の特産野菜をめざすジャンボピーナッツの種まきを子どもたちの応援隊
『ジャンボピーナッツキャラクター誕生委員会』が行います。
　このジャンボピーナッツは収穫時の秋ごろに普通の落花生の1.5倍ぐらいの大
きさに成長します。塩茹でにするととてもおいしいです。皆さん、そんなジャン
ボピーナッツをいっしょに育ててみませんか。
とき　4月29日（水・祝）　午前９時～１１時　場所　勤労青少年ホーム　
持ち物など　汚れてもいい服装、タオル、帽子、飲料
問合せ先　□市地域産業グループ　☎５２‒１１１１（内線271）

レ
ガ
ッ
タ
体
験
教
室
を

開
催
し
ま
す

し
　
尿

５
月
の
し
尿
収
集

　

５
月
の
し
尿
収
集
作
業
日
程
は
、

表
の
と
お
り
で
す
。

　

作
業
は
、
天
候
な
ど
の
理
由
で
２

～
３
日
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
込
先（
収
集
業
者
）

　

高
浜
衛
生（
株
）

　

☎
5
3
‒
０
５
１
６

問
合
せ
先

　

□市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　

☎
5
2
‒
１
１
１
１
（
内
線
263
）

し尿収集作業日程表
月　日 曜日 区　　域 月　日 曜日 区　　域
５月１日 金 青木町 16日 土

２日 土 17日 日
３日 日・祝 18日 月 田戸町
4日 月・祝 青木町 19日 火 本郷町
５日 火・祝 20日 水 呉竹町
６日 水・休 春日町 21日 木 呉竹町、屋敷町
７日 木 湯山町、神明町、沢渡町 22日 金 屋敷町
８日 金 23日 土
９日 土 24日 日
10日 日 25日 月 向山町
11日 月 稗田町 26日 火
12日 火 27日 水 向山町、小池町
13日 水 二池町 28日 木 小池町、新田町、八幡町
14日 木 二池町 29日 金 論地町、清水町
15日 金 芳川町、碧海町 30日 土

31日 日

さ
わ
た
り
夢
広
場

開
園
10
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト

「
ふ
れ
あ
い
移
動
動
物
園
」
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催し
集募

日時
場所
内容
募集対象･人数
持ち物
費用

主催
講師
その他
申込先･申込方法
問合せ先

　音楽にあわせてストレッチ体操や
筋力アップ体操などを行います。
　最近「足腰が弱くなった」「体力が
落ちてきた」と感じている方、みん
なで楽しく身体を動かしましょう。
日4月～９月　原則第２・4木曜日
　午後１時30分～２時30分
　（全12回）
場吉浜公民館
募20人
持	タオル、飲料、運動しやすい服装、
運動靴

費2,000円
申	５月15日（金）までに電話で申
込。途中からの参加可

申 問　
　いきいき広場内保健福祉グループ
　☎５２－９８７１

　５月８日（金）～10日（日）に柳池
院と宝満寺で開催される「花の塔」に
あわせて開催します。「おためし」は
柳池院で、甘茶接待は両寺で開催さ
れます。
　期間中は、人形小路が初夏の花々
に彩られます。
日５月９日（土）・10日（日）
　午前10時～午後4時
場人形小路一帯
催人形小路の会
共�催　吉浜まちづくり協議会・吉浜
細工人形保存会
後�援　高浜市・高浜市商工会・高浜
市観光協会
協�力　吉浜地区町内会・高浜市消防
団第３分団・吉浜小学校

◆白象と金管バンドのパレード
　吉浜小学校金管バンドクラブの先
導により、地元の子どもたちが白象
の張りぼてを引いて人形小路を練り
歩きます。
日５月９日（土）
　	午前10時15分ごろ（開会式終了
後）～11時ごろ
　※雨天の場合は10日（日）
場	ＪＡあいち中央吉浜支店前→吉浜
商店街→柳池院→宝満寺

◆スタンプラリー
日５月９日（土）正午～
　５月10日（日）午前10時～
場人形小路一番館
内	すべてのスタンプを集めた方（各
日先着200人）に、人形小路商品
券を進呈

◆人形小路俳句会
　花まつりにちなんだ俳句を募集

「エクササイズ教室」参加者募集

※優秀作は後日表彰
募集期限　５月18日（月）
応募用紙配布場所　人形小路一番館
◆花まつり落語会
日５月10日（日）午前11時～
　　　　　　　		午後２時～
場人形小路仲平座
費300円
※	前売券は吉浜ふれあいプラザ内
「サロンぽっぽっぽ」、「人形小路
仲平座」にて販売

◆花まつりを写す会
　会場内を自由に撮影
※優秀作品は後日表彰
日５月９日（土）・10日（日）
場人形小路一番館
※応募要項配布場所（当日配布）
　人形小路一番館
　吉浜ふれあいプラザ

◆ＪＡあいち中央産直市
　新鮮野菜や米などの農産物特産品
を販売
場ＪＡあいち中央吉浜支店駐車場
◆人形小路じまん市
　高浜市自慢の飲食品を販売
場人形小路仲平座北広場
　（魚松駐車場）
◆高浜旨い物市・大須古布市
場人形小路おいでん横丁
◆人形小路手づくり市
場吉浜ふれあいプラザ向かい
◆まち協花の市
　手づくり品や花木などを販売
場イベント広場
　（吉浜ふれあいプラザ北）

＊　＊　＊　＊　＊
問人形小路の会事務局
　☎５２－２８０８

■■■イベント内容■■■

人形小路花まつり
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Contato:   Prefeitura de Takahama - Setor Chiiki Sangyou Grupo ☎ 52-1111（Ramal 271）

CLÍNICAS DE PLANTÃO NO MÊS DE MAIO

Confirme o plantão antes da consulta planejada, pois poderá haver alterações. 
Em caso de emergência fora do horário de atendimento, consulte o Centro de Informações de Emergência Médica
☎36-1133　http://www.qq.pref.aichi.jp/

５月の休日等在宅当番医
☆ Associação Médica de Takahama　　＜ Consultas ＞ Domingos e feriados 　 ＜ Horário de atendimento ＞ 9:00 ～ 12:00h、13:30 ～ 17:00h
※ Atenção! Nos dias 3 à 6 de maio o horário das consultas serão das 9:00 ～ 12:00h

Dia 3 ※ Clínica Takahama Ai (Ginecologia) Yuyama-cho ☎５４－５１６１

Dia 4 ※ Clínica Tsuji (Pediatria) Shinmei-cho ☎５２－９９９０

Dia 5 ※ Clínica Iwai (Clínica Geral) Futatsuike-cho ☎５４－１０１９

Dia 6 ※ Clínica Izuka (Dermatologia) Sawatari-cho ☎５２－５２１１

Dia 10 Clínica Kamiya (Ortopedia) Sawatari-cho ☎５２－５２２１

Dia 17 Clínica Yoshihama Kuretake-cho ☎５２－５１１０

Dia 24 Clínica Izuka (Dermatologia) Sawatari-cho ☎５２－５２１１

Dia 31 Clínica Iwai (Clínica Geral) Futatsuike-cho ☎５４－１０１９
☆ Associação Odontológica de Takahama　＜ Consultas ＞ Domingo ＜ Horário ＞ 9:00 ～ 12:00h
Dia ３ Clínica Odontológica Yuyama Dental Office Yuyama-cho ☎５４－０００７

Dia 10 Clínica Odontológica Suguiura Kuretake-cho ☎５２－５０００

Dia 17 Clínica Odontológica Gurin Yashiki-cho ☎５３－１５１５

Dia 24 Clínica Odontológica Shizuma Sawatari-cho ☎９１－８８３８

Dia 31 Clínica Odontológica Mori Aoki-cho ☎５２－０８８８

Realização do plantio do amendoim gigante
　A equipe de apoio de crianças 『Comissão da criação do personagem do amendoim gigante』, 
fará o plantio do amendoim gigante, com o objetivo de torná-lo um vegetal típico da cidade de 
Takahama.
　Até a colheita em outono, esse amendoim gigante
crescerá 1.5 vezes mais do que o amendoim comum. Fervendo com 
sal fica muito gostoso. Vocês não gostariam de cultivar esse amendoim 
gigante?
Data do plantio: 29 de abril (quarta-feira・feriado)
                        Horário das 9:00～11:00h
Local: Casa de trabalho da juventude
　　　 (Kinrou Seishounen Home)
O que levar: Roupas que podem sujar, toalhas, chapéu, bebida.

ジャンボピーナツの種まきを行います
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　たかはまの味といえば「とりめし」。そもそもこの郷土料理が生まれ
たのも、かつて、吉浜地区で養鶏が盛んだったことから。
　鶏の人工孵化の技術を広め、高浜市を西三河屈指の養鶏のまちに導
いたのが、現・芳川町の加藤弥七という人物である。大正時代初期か
ら卵を人工的に孵化させる技術によって飼育数を増やし、品種改良に
も挑戦して多産種を育てることに成功した。この革新的な技術を地域
に広めたことが、戦前には養鶏大国とよばれるまでの成長につながっ
た。地の利・時の運も利用して高浜市にひとつの産業を興した功績は
大きい。
　孫の加藤節子さん（芳川町）によると「祖父は非常に研究熱心で、仕事
の傍ら安城の農業学校に指導を受けに行っていたそうです。九州など
から祖父のもとに孵化技術を学びに来る方も多く、地元に戻って養鶏
で成功されたと聞いています。仕事には厳しいひとでしたが、村芝居
が好きで、当時神明社本殿北側にあった芝居小屋で、三味線を披露し、
若い衆の演技指導もするような趣味人の一面もありました。」
　また、生前の「（前文略）養鶏は鶏を飼うこと、養うこと、愛すること

である。」（『高浜市誌資料 [ 六 ]』より抜粋）という言葉が、地域全体の発展を願い骨折りを惜しまなかった弥七さんの
人柄をしのばせる。そして、今も吉浜小学校の校庭に残る胸像には、進取の気概に富むといわれる明治男の凛と
した面差しが表されている。

早期配布にご協力ください。

【第 32 回】

吉浜地区の養鶏 ･ 人工孵
ふ

化
か

技術の祖
加藤弥

や

七
し ち

さん＜1881（明治14）～1969（昭和44）年＞

ポ ル ト ガ ル 語 の ペ ー ジ を 読 ん で く だ さ い !

LELA A PÁGINA EM PORTUGUÊS!

▼

大正時代の鶏舎
　�人工孵化技術の導入
で数が増え、鶏舎を新
築して大量に飼育す
る形式に進展した。

▲昭和30～40年代の鶏舎
　�昭和34年の『高浜町勢要覧』には「養鶏
農家750戸」と記載がある。

▲加藤弥七氏胸像
　�養鶏組合解散後、吉浜小学校校庭に移設
された。「背の高い人でした。」と孫の節
子さん。

※『高浜市誌資料[六]』より


